保健福祉制度論　メモ
1． 社会保障統計
＜覚えておきたい用語集＞
□平均寿命…0歳児の平均余命
　→乳幼児・妊産婦の死亡が多く平均すると短命
→日本は高度な医療技術のおかげで、救えなかったハズの未熟児も生きられるようになった。

□健康寿命…自立した生活ができる期間
　→国は健康寿命を延ばそうとしている

・人口構成
□老年人口…65歳以上
　→65-74歳は前期高齢者、75歳以上は後期高齢者
　→2055年予測65歳以上40.5％。肩車で1.2人が1人を支える時代になる。

□生産年齢人口…年齢別人口のうち労働力の中核をなす15-64歳
  →今年の新成人122万人は過去最低基準　

□年少人口…0-14歳
＊現在は、15歳未満（年少人口）が13.1％、15～64歳（生産年齢人口）が63.7％、65歳以上（老年人口）が23.3%である

・人口動態
□合計特殊出生率…15-49歳女性の各年齢における出生率の合計1.39
□人口置換水準　…現在の人口を維持するための合計特殊出生率2.07
＊成人女性ではなく15歳からカウントされるので注意！









2． 公的年金（私なりにまとめてみました。）
＜年金制度のポイント＞
①公的年金制度は、若者世代（20歳以上60歳未満）が高齢世代（65歳以上）を支える世代間扶養を行う仕組み。つまり、若者が納めた年金がそのまま高齢者の年金給付に回る賦課方式を採用している。
②現役世代はすべて国民年金の被保険者となり、原則65歳になれば国民年金の給付を受ける。（1階部分）
③民間サラリーマンや公務員はこれに加え、厚生年金や共済年金に加入し、国民年金の上乗せとして報酬比例年金の給付を受ける。（2階部分）
④所得に応じた保険料負担（＝社会保険方式）である。
⑤国民年金の保険料は定額制。2017年度16900円で固定！

＜障害年金のポイント＞
①障害認定日は初診日から1年6ヵ月経過日または障害が固定した日、障害認定は64歳までの障害。
②未成年時の障害は、20歳から支給（所得制限あり）
③（受給条件）初診日の前日時点で2ヵ月前までに、3分の2以上の加入期間または直近1年加入

＜遺族年金のポイント＞
①事実婚も対象である。
②妻・子が守られている制度。遺族厚生年金の場合、夫は55歳以上が受給対象で、年金の受給資格より少し若い。

3．医療保険
・年齢で輪切りの保険である
→生涯を通じた保険ではなく、サラリーマンは退職に伴い国保に移動する

・公的医療保険と雇用形態がリンクしている
①組合管掌健康保険【大企業等の社員・家族】
　→保険料率は、基本保険料（法定給付）+特定保険料（拠出金）
　　もともと基本保険料だけだったが、特定保険料は高齢者のために支払うこととなった。
②全国健康保険協会（協会けんぽ）【中小企業の社員・家族】
[bookmark: _GoBack]　→都道府県単位の全国健康保険協会。国庫負担（税金が補てん）が給付費の16.4％
③市町村国民健康保険（国保）【無職・パート等の被用者・自営業・農林漁業】
　→これが国民皆保険実施のための受け皿になっている。
→保険料は自治体ごとに計算方法、金額が変わる。＝市町村間の格差の問題発生！
→国庫負担が給付費の43％。

